
令和５年度 千曲市園芸施設栽培農家等燃油高騰対策事業

千曲市内の野菜（いちご含む）・花き・花木・きのこ等のうち、栽培に燃油（灯油及び重油）を使っている農家への燃油
高騰対策支援 ※令和４年度からの継続事業

令和５年1月1日～12月31日までに使用し
た燃油（灯油or重油）の使用量（リットル） × １０円 ＝ 支援額（円）

申請方法（事業共通）

生産者

農協

市

申請（生産者部会加入者等）

申請（上記以外）

申請


